
（参考）提出書類について 
 

必ず必要な書類（交野市ホームページ又は都市まちづくり課窓口で入手可能な書類） 

(0)◆交野市住宅取得流通促進支援事業補助金申請書（様式第１号） 

(1)◆補助交付要件調書 

(2)◆誓約書（様式第２号） 
 

必ず必要な書類（ご自身でご用意いただく書類）  

(3)◆住民票の写し 

申請者が属する世帯の新たに取得した住宅の所在地における住民票の写しで、住民票の異動日、世帯構成、前

住所等を確認します。 

発行場所 ： 交野市役所本館 1階市民課（TEL:072-892-0121） 

コンビニ等（マイナンバーカードがある方のみ） 

※世帯全員分、続柄記載、発行後 3か月以内のものに限ります。 

(4)◆建物登記簿の全部事項証明書 

 建物の築年月日や、所有権等の権利情報が分かる緑色の書類です。（右上に（建物）と記載されています） 

発行場所 ： 大阪法務局 枚方出張所（TEL:072-841-2524） 

※司法書士による登記手続き後、発行可能となるまでに期間を要します。 

※登記官の氏名が記載されている最後のページまで必要です。（右下に「１／２」と記載されていれば２枚必要） 

※申請者の所有権を証明できるものに限ります。 

※インターネットから登記事項を印刷したものは証明書にならないので受付できません。 

※表題登記のみのものは所有権の証明にならないので受付できません。 

※土地登記簿の全部事項証明書は必要ありません。 

※発行後 3か月以内のものに限ります。 

(5)◆建築基準法で定める検査済証の写し（ない場合は建築計画概要書の写しでも可） 

 建築工事が完了した後で完了検査を受けて、建築基準関係規定に適合していると認められた場合に交付される

書類です。新築の場合、引渡し時に工務店等から渡されるケースが多いです。 

※確認済証ではありません。（様式は似ています） 

※開発工事の検査済証ではありません。 

※中古住宅の場合、前所有者が紛失しているケースや、そもそも完了検査を受けていないケースが考えられま

す。その場合、◆建築計画概要書の写しを提出する必要があります。 

建築計画概要書の写し ： 大阪府咲洲庁舎 審査指導課 調整グループ（TEL:06-6210-9720）にて発行が可能 

で、建築工事が始まる前の建築計画の概要が分かる書類です。中古住宅の場合、重要

事項説明書の添付書類に含まれているケースが多いです。 

(6)◆完納証明書等 

 申請日時点で納期限到来分の市税等を滞納していないことを確認します。 

発行場所 ： 令和５年１月１日時点で住民票がある自治体等 

※自治体によって名称が異なるため、「完納証明書」という名称ではない可能性があります。 

※納付すべき市税等が発生しない場合は、非課税であることを証明する課税証明書等を提出してください。 

※申請者のものがあれば、世帯全員分は必要ありません。 

(7)◆住宅の建築状況が分かる写真 

別紙「写真の撮り方」を参考に写真を撮って提出してください。 

※入居後、かつ、申請前 1か月以内の写真としてください。 

※撮影した写真は A4用紙にカラー印刷して申請書に添付してください。 

（普通紙・光沢紙など、用紙の種類は問いません） 

※A4一面につき、写真 4枚程度のサイズでお願いします。 

※L判等で印刷された場合は、A4用紙に貼り付けてご提出ください。 

※リフォームによる加算が適用となる場合は、別途リフォーム箇所（施工後のみで可）の写真も必要です。 
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該当している方のみ必要な書類（ご自身でご用意いただく書類） 

★市外から転入した場合 

(8)◆住民票除票の写し又は◆戸籍の附票の写し 

 今回の住民票の異動日を基点に、申請者が市外に1年以上継続して居住していたことを証明する書類として必要

です。申請者のものがあれば、世帯全員分は必要ありません。 

住民票除票の写し ：  転出した自治体で発行できる書類で、いつからその自治体の住民であったかが記載されて

います。その自治体に住んでいた期間が 1 年未満である場合は、その前に住んでいた自治

体の住民票除票の写しも必要となります。 

戸籍の附票の写し ：  本籍地の自治体で発行できる書類で、住民票の住所の移り変わりが記載されています。マ

イナンバーカードがあればコンビニ等でも発行できる場合があります。婚姻により新たな戸籍

が編製されている場合や、転籍している場合は、それ以前の住所の移り変わりが記載されな

いので注意が必要です。 

★市外からの転入かつ、中学生以下の子どもが出産予定の子どものみの場合 

(9)◆母子健康手帳の写し又は出産予定であることがわかる書類 

 母子健康手帳の場合、表紙のコピーを提出してください。 

★市外からの転入かつ、申請者又は配偶者の親が交野市内に５年以上継続して居住している場合 

(10)◆親子関係を証明できる親の戸籍全部事項証明書及び◆親の住民票の写し 

親の戸籍全部事項証明書 ： 親の本籍地の自治体で発行できる書類です。発行の際に委任状等が必要な場合

があります。申請者又は配偶者が婚姻等をして親の戸籍から除籍になった後に親が

転籍等をした場合、戸籍全部事項証明書では親子関係を証明できないため、親の前

の本籍地での除籍全部事項証明書や改正原戸籍謄本等が必要です。 

親の住民票の写し ： 交野市役所本館１階市民課で発行できる書類です。親世帯の世帯員でない方が請求する

場合は委任状が必要です。発行後 3か月以内のものに限ります。 

★築 15年以上の住宅を取得後に、住宅改修を行っている場合（建替えの場合は不要） 

(11)◆①住宅改修の内容が分かる工事写真等（施工後のみで可） 

◆②住宅改修の金額とその内訳が分かるものの写し（請書、最終見積書等） 

◆③施工業者が発行する住宅改修の費用支払いにかかる領収書の写し 

※②、③の金額は一致している必要があります。 

※住宅改修のうち、他の補助金を受けている部分は対象外となります。 

 例： キッチンの入替え工事（５０万円）と床の貼替え工事（１６万円）をして、キッチンについてはこどもエコ住まい支

援事業により補助を受けている場合は、床の貼替え工事だけが本補助金の対象となり、１６万円の４分の１（４

万円）と５万円を比較して低い方の４万円が加算額となります。この場合、写真は床の貼替え後のもの（代表的

な１～２か所）のみで構いません。 

    キッチンの入替え工事（５０万円）について他の補助を受けていない場合は、その時点で５万円の加算対象と

なるので、他の工事をしていても写真はキッチン部分のみで構いません。 

★築 15年以上の住宅を取得後に、建替え工事を行っている場合 

(12)◆新築の建物登記簿の全部事項証明書及び◆購入した中古住宅の建物登記簿の閉鎖事項証明書 

発行場所 ： 大阪法務局 枚方出張所（TEL:072-841-2524） 

※発行後 3か月以内のものに限ります。 

※中古住宅の所有権移転登記をせずに取り壊した場合は、中古住宅を取得後に取り壊していることが分かる書

類（◆不動産売買契約書の写し等）も必要になります。 

★上記の住宅改修等を交野市内の事業者で行った場合 

(13)◆その施工業者の事務所等が交野市内に存する事が分かるもの。 

※住宅改修の領収書等で確認できる場合は不要です。 
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★建築確認年月日が昭和５６年５月３１日以前の住宅を取得し、その住宅に住む場合 

(14)◆耐震基準適合証明書の写し 

 建築士等が耐震診断を実施して、耐震性が確認されれば発行される書類です。 

★結婚新生活者に該当する場合 

(15)◆申請者及びその配偶者の申請日の前年の所得がわかる課税証明書等、及び◆令和５年１月１日以降に婚

姻していることが分かる書類（戸籍全部事項証明書や婚姻届受理証明書等） 

課税証明書 ： 令和５年度課税証明書（令和４年分の所得の証明書）は令和５年１月１日時点で住民票がある自

治体等で、令和５年６月頃から発行可能となります。令和５年５月頃までに本補助金の申請をする場

合は、令和４年度課税証明書（令和３年分の所得の証明書）を提出してください。マイナンバーカード

があればコンビニ等でも発行できる場合があります。 

戸籍全部事項証明書 ： 本籍地の自治体で発行できる書類です。マイナンバーカードがあればコンビニ等でも発行

できる場合があります。発行後 3か月以内のものに限ります。 

婚姻届受理証明書 ： 婚姻届を提出した自治体で発行できる書類です。 

 

※（３）、（４）、（７）、（８）、（１０）、（１２）、（１５）は原則として原本の提出が必要ですが、申請者が原本とコピーの両

方を都市まちづくり課窓口まで持参し、原本照合を行った場合は、コピーの提出を可とします。（有料ですが窓口

にてコピーすることも可能です） 

※必要部数は、全て 1部（1通）です。 

 

窓口：交野市都市計画部都市まちづくり課（市役所別館 2階） 

TEL : 072-892-0121  E-mail : tosi@city.katano.osaka.jp 

 


